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指定管理者の選定結果

○笠間クラインガルテンに係る選定結果

１ 施設概要

（１）名 称 笠間クラインガルテン

（２）所 在 地 笠間市本戸４２５８

（３）設置目的 地域農業と観光農業の振興及び市民と都市住民との交流を図ること。

（４）設置根拠 笠間クラインガルテンの設置及び管理に関する条例

（５）敷地面積 ３８，６５０㎡

（６）施設概要 ①農園施設及びクラブハウス並びにそれらに付随する施設

②農産物販売所

③地域食材供給施設（直営又は貸テナント）

（７）施設所管課 産業経済部 農政課

２ 主な募集内容

（１）指定期間 令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで

（２）管理運営業務 ①宿泊施設付き市民農園５０区画及び市民農園５０区画に関する業務

②クラブハウスに関する業務

③多目的交流施設に関する業務

④農産物加工施設に関する業務

⑤炭焼き施設に関する業務

⑥笠間クラインガルテン周辺の農業体験施設及び農園等との連携に関する業務

⑦農産物販売所に関する業務

⑧地域食材供給施設に関する業務

⑨その他、笠間クラインガルテンの管理運営に必要な業務

（３）管理経費 業務の対価として、指定管理者に年度協定書で定めた指定管理料を支払う。

３ 募集経過

（１）募集方法 非公募

（２）募集結果 応募団体 株式会社マイファーム

４ 選定経過

施設所管課による選考の後、笠間市公の施設指定管理者選定審議会で審議を行い、所管課の選考結果

や審議会の審議結果を踏まえて、指定管理者候補者を選定した。

（１）選定基準

募集要項で提示した、選定基準と各選定基準における審査項目及び基準点は次のとおり。

審 査 項 目 基準点

① 公の施設の運営において利用者の平

等な利用が確保されるものであるこ

と。

運営方針や事業内容において、利用者の平等

な利用が期待できるか。ダイバーシティの観

点による多様な利用者への配慮がなされてい

るか。
２０

利用者の要望を反映させ、利用者本位のサー

ビスを提供する方策は適切か。

② 公の施設の効用を最大限に発揮させ

るものであること。

適切な施設の維持管理を期待できるか。地球

温暖化対策やごみ減量化を意識して環境負荷

を軽減できるか。
２０

利用者や収入額の増加、利便性やサービスを
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（２）施設所管課の選考

申請書類を審査し、選定基準に基づいて評価を行った。

（３）笠間市公の施設指定管理者選定審議会の審議

ア 審議会概要

①日 時 令和５年１１月６日（月）１３時００分から１５時４０分まで

②場 所 笠間市役所 庁議室

③審議会委員 別添「笠間市公の施設指定管理者選定審議会委員名簿」のとおり

④審 議 委 員 ８名（委員名簿から北野委員を除く）

イ 審議経過

申請書類審査、施設所管課による概要説明、申請団体によるプレゼンテーション及び質疑、所

管課による選考の説明及び質疑の後、選定基準に基づき、総合的な評価を行った。

ウ 審議会の判断

本施設は、地域農業と観光農業の振興及び市民と都市住民との交流を図ることを目的としてい

る。

審議に当たっては、施設所管課が定めた設置目的に則する選定基準に基づき、委員各自の視点

による採点及び判定を行った。笠間市公の施設指定管理者選定審議会運営要綱第４条第４項の規

定により、審議会の議事は、出席した委員の過半数で決することとしているため、採点表により

集計した。

その結果、採点に加わった７名全員が、株式会社マイファームを指定管理者候補者として適当

と判断した。

※団体の評価傾向

【株式会社マイファーム】

選定基準１４項目中８項目について、過半数の委員が優れている以上の評価をし、「利用者や

収入額の増加、利便性やサービスを向上する方策が講じられているか。新たなサービス展開に向

向上する方策が講じられているか。新たなサ

ービス展開に向けた提案があるか。

③ 公の施設の管理に係る経費の縮減が

図られるものであること。

現実性がある収支計画を立案しているか。
２０

経費削減の方策を適切かつ積極的に行えるか。

④ 公の施設の管理を安定して行う物的

能力及び人的能力を有するものであ

ること。

知識や経験を有する人材の確保や他団体との

連携をはじめ、優れた管理運営の体制が整っ

ているか。

２０

安定した経営基盤を有しているか。

個人情報の保護に関する法律を遵守し、適切

に個人情報を管理できるか。

災害時や緊急時の対応体制が整っているか。

通報体制等の防犯及び防災対策の具体的な方

策が講じられているか。

感染症対策をはじめ、施設の衛生管理に配慮

し、安全かつ安心な利用を実現できるか。

⑤ 公の施設の性質又は目的に応じて定

める基準を満たしているものである

こと。

都市農村交流により、地域の活性化と農業振

興を図れるか。
２０

多様な地域資源を利活用できるか。

地産地消や安心安全な食の展開を図れるか。

１００
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けた提案があるか。」の項目については、全委員が優れている以上の評価をした。

エ 審議会の結論

申請団体を審議した上で採決した結果により、株式会社マイファームが、指定管理者候補者と

して適当である。

オ 付帯意見

事業計画に位置付ける内容について、積極的に推進することを期待する。

５ 選定結果

６ 指定管理者の指定

指定管理者候補者を、地方自治法第２４４条の２第６項の規定に基づき市議会の議決を経て、指定管

理者に指定した。

指定管理者候補者名 株式会社マイファーム

主な選定理由
利用者や収入額の増加、都市農村交流による地域の活性化と農

業振興を図るための方策を評価したため。

施設名称 笠間クラインガルテン

指定管理者 株式会社マイファーム

指定期間 令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで
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○笠間市地域交流センターともべ及び笠間市営友部駅南口自転車駐車場に係る選定結果

１ 施設概要

（１）名 称 ①笠間市地域交流センターともべ

②笠間市営友部駅南口自転車駐車場

（２）所 在 地 笠間市友部駅前１番１０号

（３）設置目的 ①市民の交流を促進し、地域の活性化並びに地域活動及び健康増進の推進を図る

こと。

②駅周辺の環境整備を図るとともに、自転車利用者の利便に資すること。

（４）設置根拠 ①笠間市地域交流センターの設置及び管理に関する条例

②笠間市営有料自転車駐車場の設置及び管理に関する条例

（５）施設概要 ①開設年月日 平成２９年１月２９日

②敷地面積 ５，６６５㎡

③建物の構造 木造一部ＲＣ造平屋建て

④建築面積 １，５８１．６５㎡

⑤延床面積 ２，０３０．１９㎡

⑥建物概要 マルチホール、健康ルーム、会議室、コミュニティルーム、

カフェ、市民サロン、検索コーナー、消費生活センター、

授乳室、調理室、談話室、キッズコーナー、交流ホール、

ギャラリー、印刷室、事務室、倉庫

⑦屋外部分 駐車場（６３台）、地下自転車駐車場（２５６台）、まちのひろば

防災井戸１基、防災トイレ４基

（６）施設所管課 総務部 総務課

２ 主な募集内容

（１）指定期間 令和６年４月１日から令和１１年３月３１日まで

（２）管理運営業務 ①地域交流センターともべの施設等の運営及び維持管理に関する業務

②市民の交流の促進に関する業務

③地域の活性化及び地域活動の推進に関する業務

④市民の健康増進を目的とした施設利用に関する業務

⑤自転車駐車場の利用手続及び利用料の収納に関する業務

⑥自転車駐車場の利用に伴う利用者への便宜の寄与に関する業務

⑦自転車駐車場の施設及び付属設備等の維持管理及び安全の確保に関する

業務

⑧自主事業としてカフェの運営に関する業務

⑨市長並びに指定管理者が必要と認める業務

⑩その他、地域交流センターともべの設置の目的を達成するために必要な

業務

（３）管理経費 業務の対価として、指定管理者に年度協定書で定めた指定管理料を支払う。

３ 募集経過

（１）募集方法 公募

（２）募集結果 応募団体 特定非営利活動法人いばらきの魅力を伝える会

特定非営利活動法人友部コモンズ

４ 選定経過

施設所管課による選考の後、笠間市公の施設指定管理者選定審議会で審議を行い、所管課の選考結果

や審議会の審議結果を踏まえて指定管理者候補者を選定した。

（１）選定基準

募集要項で提示した、選定基準と各選定基準における審査項目及び基準点は次のとおり。
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（２）施設所管課の選考

申請書類を審査し、選定基準に基づいて評価を行った。

（３）笠間市公の施設指定管理者選定審議会の審議

ア 審議会概要

①日 時 令和５年１１月６日（月）１３時００分から１５時４０分まで

②場 所 笠間市役所 庁議室

③審議会委員 別添「笠間市公の施設指定管理者選定審議会委員名簿」のとおり

④審 議 委 員 ９名

イ 審議経過

申請書類審査、施設所管課による概要説明、申請団体によるプレゼンテーション及び質疑、所

管課による選考の説明及び質疑の後、選定基準に基づき、総合的な評価を行った。

審 査 項 目 基準点

① 公の施設の運営において利用者の平

等な利用が確保されるものであるこ

と。

運営方針や事業内容において、利用者の平等

な利用が期待できるか。ダイバーシティの観

点による多様な利用者への配慮がなされてい

るか。
２０

利用者の要望を反映させ、利用者本位のサー

ビスを提供する方策は適切か。

② 公の施設の効用を最大限に発揮させ

るものであること。

適切な施設の維持管理を期待できるか。地域

温暖化対策やごみ減量化を意識して環境負荷

を軽減できるか。
２０

利用者や収入額の増加、利便性やサービス向

上する方策が講じられているか。新たなサー

ビス展開に向けた提案があるか。

③ 公の施設の管理に係る経費の縮減が

図られるものであること。

現実性がある収支計画を立案しているか。

２０経費削減の方策を適切かつ積極的に行える

か。

④ 公の施設の管理を安定して行う物的

能力及び人的能力を有するものであ

ること。

知識や経験を有する人材の確保や他団体との

連携をはじめ、優れた管理運営の体制が整っ

ているか。

２０

安定した経営基盤を有しているか。

個人情報の保護に関する法律を遵守し、適切

に個人情報を管理できるか。

災害時や緊急時の対応体制が整っているか。

通報体制等の防犯及び防災対策の具体的な方

策が講じられているか。

感染症対策をはじめ、施設の衛生管理に配慮

し、安全かつ安心な利用を実現できるか。

⑤ 公の施設の性質又は目的に応じて定

める基準を満たしているものである

こと。

地域の活性化及び地域活動の推進を図るため

の有効的な取り組みが提案されているか。

２０
自主事業が効果的で施設の魅力につながって

いるか。

施設の特性を活かした活用方法が提案されて

いるか。

１００
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ウ 審議会の判断

本施設は、市民の交流を促進し、地域の活性化及び地域活動並びに健康増進の推進を図ること

等を目的としている。

審議に当たっては、施設所管課が定めた設置目的に則する選定基準に基づき、委員各自の視点

による採点及び判定を行った。笠間市公の施設指定管理者選定審議会運営要綱第４条第４項の規

定により、審議会の議事は、出席した委員の過半数で決することとしているため、採点表により

集計した。

その結果、採点に加わった８名全員が、特定非営利活動法人いばらきの魅力を伝える会を指定

管理者候補者として適当と判断した。

※団体の評価傾向

【特定非営利活動法人いばらきの魅力を伝える会】

選定基準１４項目中「地域の活性化及び地域活動の推進を図るための有効的な取り組みが提案

されているか。」「自主事業が効果的で施設の魅力につながっているか。」等の８項目について、

過半数の委員が優れている以上の評価をした。

【特定非営利活動法人友部コモンズ】

選定基準１４項目中「現実性がある収支計画を立案しているか。」の項目について、複数の委

員が優れている以上の評価をした。

エ 審議会の結論

申請団体を審議した上で採決した結果により、特定非営利活動法人いばらきの魅力を伝える会

が、指定管理者候補者として適当である。

オ 付帯意見

健康ルームの利活用について、更なる充実を期待する。

５ 選定結果

６ 指定管理者の指定

指定管理者候補者を、地方自治法第２４４条の２第６項の規定に基づき市議会の議決を経て、指定管

理者に指定した。

指定管理者候補者名 特定非営利活動法人いばらきの魅力を伝える会

主な選定理由
効果的で施設の魅力につながる自主事業や、施設の特性を活か

した活用方法が提案されていることを評価したため。

施設名称
笠間市地域交流センターともべ及び笠間市営友部駅南口自転車

駐車場

指定管理者 特定非営利活動法人いばらきの魅力を伝える会

指定期間 令和６年４月１日から令和１１年３月３１日まで
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○あたごフォレストハウス 外２施設に係る選定結果

１ 施設概要

（１）名 称 あたごフォレストハウス

（２）所 在 地 笠間市泉９９番地１５ 外

（３）設置目的 地域住民の森林レクリェーションの振興に資すること。

（４）設置根拠 あたごフォレストハウスの設置及び管理に関する条例

（５）施設概要 ①休憩施設

②案内施設

③飲食施設

④森林レクリェーションの振興に係る園地等（遊具、モニュメント、駐車場、

トイレ、ハイキングコース等）

⑤その他付随する施設・設備

（６）施設所管課 産業経済部 観光課

（１）名 称 あたご天狗の森野外ステージ、フレンドリーパーク野外ステージ

（２）所 在 地 笠間市泉９９番地２３、笠間市下郷４４４５番地１

（３）設置目的 地域住民のふれあい及び各種イベントの開催の場として地域振興に資すること。

（４）設置根拠 笠間市野外ステージの設置及び管理に関する条例

（５）施設概要 ①あたご天狗の森野外ステージ

②フレンドリーパーク野外ステージ

③その他付随する施設・設備

（６）施設所管課 産業経済部 観光課

２ 主な募集内容

（１）指定期間 令和６年４月１日から令和１１年３月３１日まで

（２）管理運営業務 ①施設等の運営に関する業務（使用許可及び使用料の収受等に関する業務）

②利用者サービスに関する業務（自主事業を含む）

③広報に関する業務

④施設設備・備品等の維持管理、保守点検、修繕に関する業務（光熱水費の支払

いを含む）

⑤業務系一般廃棄物の処理に関する業務

⑥その他、目的を達成するために必要な業務

（３）管理経費 管理運営業務の対価として、指定管理者に対して、年度協定書において定めた指

定管理料を支払う。

３ 募集経過

（１）募集方法 公募

（２）募集結果 応募団体 一般社団法人笠間観光協会

４ 選定経過

施設所管課による選考の後、笠間市公の施設指定管理者選定審議会で審議を行い、所管課の選考結果

や審議会の審議結果を踏まえて指定管理者候補者を選定した。

（１）選定基準

募集要項で提示した、選定基準と各選定基準における審査項目及び基準点は次のとおり。

審 査 項 目 基準点

① 公の施設の運営において利用者の平

等な利用が確保されるものであるこ

と。

運営方針や事業内容において、利用者の平等

な利用が期待できるか。ダイバーシティの観

点による多様な利用者への配慮がなされてい

るか。

２０
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（２）施設所管課の選考

申請書類を審査し、選定基準に基づいて評価を行った。

（３）笠間市公の施設指定管理者選定審議会の審議

ア 審議会概要

①日 時 令和６年２月６日（火）１３時００分から１４時１０分まで

②場 所 笠間市役所 庁議室

③審議会委員 別添「笠間市公の施設指定管理者選定審議会委員名簿」のとおり

④審 議 委 員 ９名

イ 審議経過

申請書類審査、施設所管課による概要説明、申請団体によるプレゼンテーション及び質疑、所

管課による選考の説明及び質疑の後、選定基準に基づき、総合的な評価を行った。

ウ 審議会の判断

本施設は、地域住民の森林レクリェーションの振興に資すること並びに地域住民のふれあい及

び各種イベントの開催の場として地域振興に資することを目的としている。

審議に当たっては、施設所管課が定めた設置目的に則する選定基準に基づき、委員各自の視点

利用者の要望を反映させ、利用者本位のサー

ビスを提供する方策は適切か。

② 公の施設の効用を最大限に発揮させ

るものであること。

適切な施設の維持管理を期待できるか。地球

温暖化対策やごみ減量化を意識して環境負荷

を軽減できるか。
２０

利用者や収入額の増加、利便性やサービスを

向上する方策が講じられているか。新たなサ

ービス展開に向けた提案があるか。

③ 公の施設の管理に係る経費の縮減が

図られるものであること。

現実性がある収支計画を立案しているか。

２０経費削減の方策を適切かつ積極的に行える

か。

④ 公の施設の管理を安定して行う物的

能力及び人的能力を有するものであ

ること。

知識や経験を有する人材の確保や他団体との

連携をはじめ、優れた管理運営の体制が整っ

ているか。

２０

安定した経営基盤を有しているか。

個人情報の保護に関する法律を遵守し、適切

に個人情報を管理できるか。

災害時や緊急時の対応体制が整っているか。

通報体制等の防犯及び防災対策の具体的な方

策が講じられているか。

感染症対策をはじめ、施設の衛生管理に配慮

し、安全かつ安心な利用を実現できるか。

⑤ 公の施設の性質又は目的に応じて定

める基準を満たしているものである

こと。

自然環境の保護や景観に配慮した事業である

か。

２０
施設周辺地域の特色やニーズを踏まえた事業

であるか。

地域や周辺施設との連携が十分に図られてい

るか。

１００
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による採点及び判定を行った。笠間市公の施設指定管理者選定審議会運営要綱第４条第４項の規

定により、審議会の議事は、出席した委員の過半数で決することとしているため、採点表により

集計した。

その結果、採点に加わった８名全員が、一般社団法人笠間観光協会を指定管理者候補者として

適当と判断した。

※団体の評価傾向

【一般社団法人笠間観光協会】

選定基準１４項目中６項目について、過半数の委員が優れている以上の評価をし、「安定した

経営基盤を有しているか。」の項目については、全委員が優れている以上の評価をした。

エ 審議会の結論

申請団体を審議した上で採決した結果により、一般社団法人笠間観光協会が、指定管理者候補

者として適当である。

オ 付帯意見

地元産食材の積極的な提供を期待する。

５ 選定結果

６ 指定管理者の指定

指定管理者候補者を、地方自治法第２４４条の２第６項の規定に基づき市議会の議決を経て、指定管

理者に指定した。

指定管理者候補者名 一般社団法人笠間観光協会

主な選定理由
安定した経営基盤や人材の確保及び他団体との連携といった管

理運営の体制が整っていることを評価したため。

施設名称

あたごフォレストハウス

あたご天狗の森野外ステージ

フレンドリーパーク野外ステージ

指定管理者 一般社団法人笠間観光協会

指定期間 令和６年４月１日から令和１１年３月３１日まで
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（別添）

笠間市公の施設指定管理者選定審議会委員名簿

（任期：R5.4.1～R7.3.31）

○笠間市公の施設指定管理者選定審議会運営要綱第３条第１項第１号に規定する委員

○笠間市公の施設指定管理者選定審議会運営要綱第３条第１項第２号に規定する委員（行政側委員）

委 員 名 所 属 ・ 職 名 備 考

１ 鈴木 くに子
す ず き

株式会社いばらき不動産 専務取締役

２ 柴田 隆之
し ば た たかゆき

公益社団法人茨城県薬剤師会 専務理事

３ 石田 奈緒子
い し だ な お こ

首都圏新都市鉄道株式会社 常務取締役

４ 小沼 茂文
お ぬ ま しげぶみ

有限会社共栄モータークラブ 代表取締役

５ 田所 隆充
たどころ たかみつ

有限会社三共金属工業所 工場長

委 員 名 所 属 ・ 職 名 備 考

１ 近藤 慶一
こんどう けいいち

笠間市副市長 会長

２ 北野 高史
き た の た け し

笠間市政策企画部長

３ 後藤 弘樹
ご と う ひ ろ き

笠間市総務部長

４ 堀江 正勝
ほ り え まさかつ

笠間市教育委員会教育部長


